
企業局公用車両管理要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，公用車両を適正かつ効率的に管理するために必要  

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号  

に定めるところによる。 

(1) 車両 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２  

項および第３項に定めるものをいう。  

(2) 安全運転管理者 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下  

「道交法」という。) 第７４条の３第１項の規定により選任された  

者をいう。 

(3) 副安全運転管理者 道交法第７４条の３第４項の規定により選任  

された者をいう。 

（管理の原則） 

第３条 車両は，常に良好な状態において管理し，使用目的に応じて最  

も効率的な運行を図らなければならない。  

（安全運転管理者等の設置） 

第４条 安全運転管理者は，道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令 

第６０号。以下「道交法施行規則」という。) 第９条の８第１項に定め 

る台数以上の車両を有する事業所ごとに，課長職または主査職のうち 

から任命する。 

２ 副安全運転管理者は，道交法施行規則第９条の８第２項に定める台  

数以上の車両を有する事業所ごとに，職員のうちから任命する。 

３ 安全運転管理員は，第１項以外の車両を有する事業所ごとに，課長 

職または主査職のうちから任命することとし，安全運転管理者に準ず  

る業務を行うものとする。 

（安全運転管理者等の業務） 

第５条 安全運転管理者等は，道交法施行規則第９条の１０各号に掲げ 



 る事項を処理しなければならない。ただし，安全運転管理員は同規則 

 第９条の１０第６号および第７号を除く。 

（台帳の備付） 

第６条 安全運転管理者等は，車両台帳（別記第１号様式）を備え，その  

管理する車両について必要な事項を記載し，記載事項に変動が生じたと

きは，その都度補正しなければならない。  

２ 安全運転管理者等は，車両台帳を作成または記載事項に変動が生じ

たときは，その副本１通を総務課長に送付しなければならない。  

（始業点検） 

第７条 運転者は，始業前，自動車点検基準（昭和２６年運輸省令第 70 

号）第１条第２項に定める技術上の基準により点検を行わなければな  

らない。 

（運転経路および伝達事項の確認） 

第８条 運転者は，運転に先立って，運転経路および伝達事項を確認し  

なければならない。 

（修繕） 

第９条 運転者は，点検その他故障等により，修繕を必要とするときは，  

安全運転管理者の指示を受けるなど適切な処置を行わなければならな  

い。 

（運転日報） 

第 10条 運転者は，毎日の運転状況等必要な事項を運転日報（別記第２  

号様式）に記載し，安全運転管理者等の確認を受けなければならない。 

２ 特殊車両または特種用途自動車については，前項の様式によらない  

ことができる。 

（遵守事項） 

第 11条 運転者は，運転に際し，道交法その他の関係法令を遵守すると  

ともに，安全運転管理者等の指示に従わなければならない。 

２ 運転者は，運転に際し，シートベルトを装備している車両に乗車し  

たときは，必ずシートベルトを着用する。また，同乗者に対しても必ず  

シートベルトを着用させることとする。  



３ 運転者は，常に車両の清掃および整備を行うとともに盗難防止に努  

め，運行終了後車両を保管場所に格納し，鍵は，所定の場所に保管しな  

ければならない。 

（事故処理） 

第 12条 運転者は，交通事故が発生したときは，道交法第７２条第１項  

に定められた応急措置をとるとともに，直ちに所属長に報告し，その 

指示を受けなければならない。 

２ 前項の事故について，運転者は，速やかに書面で事故報告を行うも  

のとする。 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 



30

27

29

28

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

別記第１号様式

車　　　両　　　台　　　帳

車番
号

管理課 車両番号 車　　名
種別
用途

車検有効期限
リース開始 初年度

登録年月日
記載事項

１
記載事項

２
記載事項

３
リース終了



別記第２号様式

安　管 課　長 主　査 担　当

運転日報

本 日 乗 車 前 乗 車 後 発 車 到 着

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

ﾊﾞｯﾃﾘｰ そ の 他

踏みしろ オイル量 駐車レバｰ 空気圧 亀裂･損傷 磨耗 溝深さ 液量 冷却水量 オイル量 かかり具合 異音 加速具合 点灯具合 点滅具合 ｳｫｯｼｬ液 噴射状況 払拭状況 異常有無

ブ レ ー キ タ イ ヤ エ ン ジ ン 灯 具 ・ 方 向 指 示 器 ウ ィ ン ド ウ ォ ッ シ ャ ・ ワ イ パ

きき具合

晴 ・ 曇 り ・ 雨 ・ 雪

晴 ・ 曇 り ・ 雨 ・ 雪

晴 ・ 曇 り ・ 雨 ・ 雪

晴 ・ 曇 り ・ 雨 ・ 雪

発着時刻

運 転 前 運 転 後

晴 ・ 曇 り ・ 雨 ・ 雪

車両No  　年　　月　　日

天 候 課 運転者
走行距離 （km） 燃 料 補 給

量 （ ℓ ） 運 転 経 路
車 両 の 傷


